
６次産業化・安全な地域づくり基盤対策
【農業農村整備事業：３，０００百万円】

【農業体質強化基盤整備促進事業：８，０００百万円】

対策のポイント
農業の６次産業化の推進や農村地域の防災力向上のための農地・農業水利

施設の整備を推進し、安全で活力ある農村地域を構築します。

＜背景／課題＞
農林漁業成長産業化ファンド法の成立 日本再生戦略 農林漁業の６次産・ や「 」において

られるなど、農村地域では が従来にも増業化が重点分野に位置づけ ６次産業化の機運
して高まっていますが、６次産業化に当たっては、農地・農業水利が未整備の地域に
おける です。水田の汎用化や畑地かんがい等の整備が不可欠

・一方、本年７月には「これまでに経験したことのないような大雨（九州北部豪雨 」）
に見舞われるなど、 しています。農村地域における豪雨被害が頻発化・激甚化

政策目標
○基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率108％以上（27年度）
○湛水被害等の災害のおそれの解消 約10万ha以上（28年度）

＜主な内容＞

１．６次産業化促進のための農地・水利施設緊急整備 ８，６８１百万円
地域ぐるみで野菜・果樹等の高収益作物の導入や集落営農組織の設立・法人化等に

より農業の６次産業化に取り組む地域において、水田の汎用化や畑地かんがい等の基
盤整備を緊急的に実施します。

農業農村整備事業 ６８１百万円
国営かんがい排水事業 ２５０百万円
６次産業化等促進基盤整備事業 ４３１百万円

農業体質強化基盤整備促進事業 ８，０００百万円
国庫負担率・補助率：２／３、１／２等

事業実施主体：国、都道府県等

２．農村における豪雨等緊急対策 ２，３１９百万円
集中豪雨による農地や周辺の住宅・公共施設への被害や老朽施設損壊による住宅・

、 （ 、 ）公共施設への二次被害のおそれのある地域において 排水施設 排水機場 排水路等
の整備や老朽施設の補修・更新等を緊急的に実施します。

農業農村整備事業 ２，３１９百万円
００百万円国営かんがい排水事業 １，２

戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 ５９７百万円
地すべり対策事業 ３７２百万円
水資源機構かんがい排水事業 １５０百万円

国庫負担率・補助率：２／３、１／２等
事業実施主体：国、都道府県等

お問い合わせ先：
農村振興局農地資源課（０３－３５０２－６２５６（直 ））
農村振興局水 資 源 課（０３－３５０２－６２３２（直 ））
農村振興局防 災 課（０３－３５０２－６３６１（直 ））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



輸出対応型生産・出荷施設緊急整備事業
【 】３８５百万円

対策のポイント
産地の取組として、輸出を目指し 「安全で 「美味しく 「健康的な」農産、 」 」

、 。物の生産 出荷体制を構築するために必要な施設整備を緊急的に支援します

＜背景／課題＞

輸出先国の衛生条件や消費者ニー・産地として農産物の輸出に取り組むに当たっては、

であり、これに対応した施設整備を行うことにより 「安ズ等に対応することが不可欠 、

全で 「美味しく 「健康的な」農産物の生産、出荷体制を早急に構築する必要がありま」 」

す。

・このため、日本再生戦略の実現前倒しとして、早急に施設整備を行う必要がある地区

について、緊急に対策を講じる必要があります。

政策目標

（ 、○消費者ニーズの高い優良果実の供給拡大 平成20年度を基準に

優良品目・品種を平成26年度までに３％転換する）

○「食料・農業・農村基本計画」において設定された牛肉における

需要に応じた生産数量目標の達成

＜主な内容＞

１．安全や安心の徹底

輸出先国の求める し衛生条件等を満たすために必要な施設の整備を緊急的に支援

ます。

２．美味しさの徹底

農産物等を供給するために必要輸出先国の消費者の嗜好や需要時期等を踏まえて

します。な施設の整備を緊急的に支援

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

[お問い合わせ先：生産局総務課生産推進室 (０３－３５０２－５９４５(直))]

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



水産加工･流通施設のＨＡＣＣＰ対応支援

【 】１００百万円

対策のポイント

輸出に対応した施設の品質・衛生管理の向上に必要な資機材の整備を行う

ことで、水産物の輸出拡大を図ります。

＜背景／課題＞

・原発事故以降落ち込んだ を図るため、農林水産物等の輸出促水産物輸出の早急な回復

進が の重点施策の一つに位置付けられたところです。「日本再生戦略」

輸出先国の求める・水産物の輸出に当たっては、加工・流通施設や水産物の取扱方法が

ことが必要となっています。衛生条件を満たす

加工・流通施設の品質・衛生管・このため、水産物の輸出を積極的に進めるためには、

を図ることが急務となっています。理体制の強化

政策目標

魚介類（食用）の消費量

29.5kg/人年（平成22年度）→ 29.5kg/人年（平成34年度）

※すう勢23.3kg/人年

＜主な内容＞

水産加工･流通施設のＨＡＣＣＰ対応支援 １００百万円

輸出に対応した施設の品質・衛生管輸出拡大を目指す水産加工・流通業者が行う

（高圧洗浄機、荷捌き台等）の整備を支援します。理の向上に必要な資機材

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：水産庁加工流通課 （０３－３５９１－５６１３（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



新規就農総合支援事業

【２，１０２百万円】

対策のポイント

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・我が国農業は、基幹的農業従事者の平均年齢が66.1歳（平成22年）と高齢化が進展し

ています。

・持続可能な力強い農業を実現するには、 すること２万人／年の青年新規就農者が定着

が必要ですが、 にとどまり、そのう40歳未満の若い就農者は１万４千人（平成23年）

ち です。定着するのは１万人程度

青年就農給付金の給付、農業法人による雇用・このため 「日本再生戦略」において、、

就農の促進 青年の就農意欲を喚起し、青年新規就農者数をを行うこととされており、

があります。大幅に増加させるためには、これらの取組をさらに加速させる必要

政策目標

青年新規就農者を毎年２万人定着させ、持続可能な力強い農業

の実現を目指す

＜主な内容＞

新規就農者確保事業 ２，１０２百万円

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着 就農前の研修期間（２年以を図るため、

及び経営が不安定な を給付し内） 就農直後（５年以内）の所得を確保する給付金

ます。

農業法人への雇用就農を促進 法人が新規就業者に対しまた、青年の するため、

します。て実施する実践研修等に対して支援（最長２年間）

補助率：定額

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６４６９（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



「緑の雇用」現場技能者育成対策事業

（労働安全向上推進対策）

【８１４百万円】

対策のポイント

労働災害率の高い林業において、これから迎える冬期の伐採作業等の安全

を確保するため、緊急的に必要な技術等の習得を支援することで、高い安全

技術を身につけた現場管理責任者等の育成を図ります。

＜背景／課題＞

ことに加・林業における労働災害の発生率は、全産業の平均と比べると10倍以上も高い

本年においても依然として高止まり 年明け以降、伐採とえ、 となっています。特に、

しなければないう災害発生リスクの高い作業を積雪・凍結という厳しい環境下で実施

らない状況にあります。

・ 冬期の伐採作業の安全確保に必要な技術等を習林業労働災害の減少を図るためには、

があり、もって、現場管理責任者等の育成に資することになります。得させる必要

政策目標

平成２７年度末までに現場管理責任者等を1,800人育成

＜主な内容＞

平成２４年度の「緑冬期の伐採作業の安全確保に必要な技術等の習得を図るため、

の雇用」現場技能者育成対策事業において、フォレストワーカー研修の研修期間を延

します。長

補助率：定額

事業実施主体：全国森林組合連合会

［ お問い合わせ先： 林野庁経営課 （０３－３５０２－１６２９（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



漁業就業者確保・育成対策事業

【２２０百万円】

対策のポイント

景気・雇用情勢が厳しい中で、漁業への就業を希望する者への支援を通

じて、地域漁業の担い手を確保・育成し、雇用の創出に貢献します。

＜背景／課題＞

・ 、将来にわたって漁業が持続的に発展していく漁業従事者の減少・高齢化が進む中で

ためには、意欲のある ですが、特に、現下の厳しい雇用新規漁業就業者の確保が重要

状況の中、漁業が雇用の場として注目されています。

政策目標

毎年度2,000人の新規漁業就業者を確保

＜主な内容＞

漁業の就業事業実施主体による本事業実施のための基金造成に助成するとともに、

し情報の提供や就業相談会の開催、漁業現場での実地による長期研修（※）等を支援

ます。

（※受入漁家の研修指導への助成：9.4～28.2万円／月以内(就業形態による）

実施規模：90人程度）

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４０（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



配合飼料価格高騰緊急対策
】【２８，２００百万円

対策のポイント
畜産農家が、継続して畜産業に携わる環境を整えるとともに、飼料価格高

騰のリスクへ備えるため、経営の悪化を緩和する対策を実施します。

＜背景／課題＞

・我が国の配合飼料原料はアメリカ等海外からの輸入に依存していますが、とうもろこ

配合飼料価格安定制度の基金残高が急速にし等の国際価格の高騰・高止まりにより、

されます。減少しており、来年１－３月期分の補塡により基金が枯渇することが懸念

資金繰りが困難・また、配合飼料の購入に伴う農家の実質負担額は増加傾向にある中、

があります。となる農家が増加するおそれ

畜産農家が継続して畜産業に携わる環・このため、日本再生戦略の実現前倒しとして、

境を整えるとともに、飼料価格高騰のリスクへ備えるため、経営の悪化を緩和する措

です。置を講ずる緊急対策が必要

政 策 目 標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じ
た生産数量目標を達成

○生乳の生産量（ 795万t（20年度）→ 800万ｔ（32年度 ））
○牛肉の生産量（ 52万t（20年度）→ 52万ｔ（32年度 ））
○豚肉の生産量（ 126万t（20年度）→ 126万ｔ（32年度 ））
○鶏卵の生産量（ 255万t（20年度）→ 245万ｔ（32年度 ））

＜主な内容＞

１．配合飼料価格安定制度の異常補塡基金への積み増し １４，８００百万円
民間の自主的な積立による通常補塡では対処し得ない配合飼料価格の大幅な値上が

生産者に異常補塡金を確実に交付するため、異常補塡基金の補塡財源の不りに際し、

を行います。足に対応するための所要額の積み増し

補助率：定額

事業実施主体： 社）配合飼料供給安定機構（

２．配合飼料価格高騰対応業務出資金 １３，４００百万円
農林漁業セーフティネット畜産経営の資金ニーズに対応する必要があることから、

資金の無担保・無保証人化による円滑な資金供給を行うため、株式会社日本政策金融

を行います。公庫等に出資等

事業実施主体： 株）日本政策金融公庫（

お問い合わせ先：
１の事業 生産局畜産振興課 （０３－６７４４－２５２４（直 ））
２の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０１－１０８３（直 ））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



野菜価格安定緊急対策事業

】【２，２４９百万円

対策のポイント

野菜農家が、継続して農林水産業に携わる環境を整えるとともに、野菜の

価格低迷のリスクへ備えるため、経営の悪化を緩和する対策を実施します。

＜背景／課題＞

野菜価格安定制度のための資金・今夏、野菜の価格が全般的に低迷していることから、

があります。が急速に減少しており、制度の運用に支障をきたすおそれ

野菜農家が継続して農林水産業に携わ・このため、日本再生戦略の実現前倒しとして、

る環境を整えるとともに、野菜の価格低迷のリスクへ備えるため、経営の悪化を緩和

です。する措置を講ずる緊急対策が必要

政 策 目 標

「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じ

た生産数量目標を達成

○野菜の生産量（1,265万t（20年度）→1,308万ｔ(32年度 ））

＜主な内容＞

野菜価格の低迷の長期化に伴い、野菜価格低落時に交付する生産者補給金等のため

来年１月から３月の野菜生産者への生産者補の資金が急激に減少していることから、

を行います。給金等の交付を確実に行うために必要な資金の追加造成

補助率：定額

事業実施主体： 独）農畜産業振興機構（

お問い合わせ先： 生産局園芸作物課 （０３－３５０２－５９６１（直 ））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



中山間地域等活性化緊急対策
【中山間地域等直接支払交付金：５９８百万円】

対策のポイント
中山間地域等において、中山間地域等直接支払交付金を活用した農村集落

の活性化に向けた取組活動を支援します。

＜背景／課題＞

我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画 に関する取組方針 日・ や「 」 「

本再生戦略 ２年間で「人・農地プラン」の作成を集中」において、平成25年度までの

することとされています。的に促進

・地方公共団体が「人・農地プラン」の作成の働きかけ等を行う中で、中山間地域等に

地域活性化を図る気運が高おいては、地域資源を活かした６次産業化等の取組により

まっています。

、 、 、・こうした状況を踏まえ 本交付金を活用して 中山間地域等の条件不利を補いながら

６次産業化等の取組を推進 農閑期の時期を的確にするためには、農家が活動しやすい

があります。捉えた支援策を講じる必要

政策目標

耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域等の農用地7.7万haの減

少を防止（平成22年度～26年度）

＜主な内容＞

中山間地域等直接支払交付金 ５９８百万円

中山間地域等において、地目や傾斜等の条件に応じた単価の交付金を農業者等に

交付して、中山間地域等の条件不利を補いながら、協定に基づき地域ぐるみで実施

する します。６次産業化等の取組を推進

補助率：定額（田（急傾斜 ：21,000円/10a、畑（急傾斜 ：11,500円/10a 等）） ）

事業実施主体：地方公共団体

［お問い合わせ先：農村振興局中山間地域振興課 （０３－３５０１－８３５９（直））］

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



漁業構造改革総合対策事業
【３，０００百万円】

対策のポイント

高性能漁船の導入等による漁船漁業の収益性向上等により持続的な漁業生

産構造を確立し、国際競争力があり、より厳しい状況下でも操業・生産を継

続できる経営体を育成します。

＜背景／課題＞

我が国漁業は魚価の低迷、燃油価格の高止まり等により厳しい経営環境にあります。

収益性の高い操業・生産体制を構築する漁業構造改革の取組を推進することこのため、

となっています。が急務

政策目標

省エネ･省コスト等高性能漁船の導入等により、次期代船建造が

可能な収益性の向上（償却前利益が計画期間中に年平均10%向上）

＜主な内容＞

漁船漁業の収益性向上等 ３，０００百万円

高性能漁船と漁獲物の高付加価値化の導入等地域で策定した改革計画に基づき、

により します。、漁船漁業の収益性等を高める取組を支援

漁業構造改革総合対策事業【既存基金への積み増し】

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：水産庁漁業調整課 （０３－３５０２－８４６９（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



スーパーＬ資金の金利負担軽減措置
（農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業）

対策のポイント
スーパーＬ資金の金利負担軽減措置を実施し、意欲ある農業者の規模拡大

を金融面から強力に支援します。

＜背景／課題＞

・ 我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」で示された「目指すべ「

き経営体像」を実現するため、経営規模の拡大に意欲的に取り組む農業者の経営を支

えることが重要です。

・このような中、当初見込みを上回る資金需要に対して適切に対応する必要があること

から、速やかに追加融資枠を措置することが必要です。

政策目標
意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化

＜主な内容＞

に中心経営体として位置付けられた認定農業者が借り入れるスーパー人・農地プラン

Ｌ資金について、資金繰りに余裕がない貸付当初５年間の金利負担を軽減する措置を講

じます。

１．対象者
人・農地プランに中心経営体として位置付けられた認定農業者

２．借入条件等
（１）対象資金

スーパーＬ資金

（２）借入限度額
（複数部門経営等は３億円）スーパーＬ資金 個人：1.5億円

（常時従事者数に応じ10億円）法人： ５億円

（３）償還期限
スーパーＬ資金 25年以内（うち据置期間10年以内）

（４）融資枠
300億円から660億円に拡大（経済対策として360億円を追加）

（５）金利負担軽減措置
貸付当初５年間実質無利子化

３．事業実施主体
民間団体

＜取扱融資機関＞

株式会社日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）

[お問い合わせ先： 経営局金融調整課 （０３－６７４４－２１６５（直 ）]）

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



山地災害緊急対策事業
【３，０００百万円】

対策のポイント
梅雨前線に伴う豪雨等により被災した箇所やその周辺の森林において、土

砂の流出や崩壊などの再度災害を防止するため、融雪期・降雨期までに早急

に復旧・防止対策を実施します。

＜背景／課題＞

集中豪雨等に伴う山地・本年は、激甚災害に指定された梅雨前線に起因する豪雨などの

し、それに伴って、 す災害が全国各地で頻発 ライフラインが寸断され、集落が孤立化

るなど、国民生活や経済活動へ多大な影響を及ぼしています。

山地災害の復旧整備を進める その周辺の森林において手入れが・このため、 とともに、

不足し過密となった人工林の間伐等を早急に進め、今後の降雨・融雪における土砂の

。流出や崩壊などの再度災害を防止し、地域の防災力の向上を図ります

政策目標

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を約５万２

千集落（平成20年度）から約５万６千集落（平成25年度）に増加

○土壌を保持する能力等が良好に保たれている森林の割合を71％

（平成20年度）から79％（平成25年度）に増加

＜主な内容＞

１．治山事業 ２，０００百万円

集中豪雨により発生した山腹崩壊地等であって、 人命・今後の降雨・融雪により

において、 します。財産に危険が及ぶおそれのある箇所 緊急的な復旧整備を実施

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

２．森林整備事業 １，０００百万円

過密となり機能が低下している森林において、治山事業等を実施している周辺の

表土の流出や崩壊の発生を未然に防止するため、間伐等の森林整備を一体的に実施

します。

国費率：１０／１０

事業実施主体： 独）森林総合研究所（

（ （ ））お問い合わせ先：１の事業 林野庁治山課 ０３－６７４４－２３０８ 直

２の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３（直 ））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



漁港施設の老朽化緊急対策事業
【３ 】００百万円

対策のポイント
漁港施設の長寿命化対策を実施することにより、災害に強い漁港・漁村

地域の構築を推進します。

＜背景／課題＞

・ において、災害時の被害を最小化する の考え方に基づき、「日本再生戦略」 「減災」

することが必要であり、被害の軽減に向け、施設災害に強い国土・地域づくりを推進

耐震化等のハード整備 災害に対するの と、ソフト対策に都組み合わせ、我が国全体の

することとされています。能力の増強を推進

、 、・また 本年は４月の し爆弾低気圧による風浪や豪雨・台風などにより漁港施設が損壊

それに伴って漁船や漁港背後の公共施設等への二次被害も発生しています。

漁港施設の長寿命化・更新を進め、災害・このため、今後の冬期風浪、台風に備えて、

します。に強い漁村地域の構築を推進

政策目標

漁港・漁村の防災・減災対策の推進

（20％（21年度）→概ね65％（28年度 ））

＜主な内容＞

防災・減災対策の推進 ３００百万円

し、漁港背後の住宅・高潮、台風や冬期風浪により、老朽化した漁港施設が損壊

漁港施設の長寿命化・更新を緊急的に実公共施設に二次被害を及ぼすおそれのある

します。施

水産流通基盤整備事業 １０５百万円

水産生産基盤整備事業 １８５百万円

漁港施設機能強化事業 １０百万円

国費率：1/2 等

事業実施主体：地方公共団体

［お問い合わせ先：水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



農山漁村地域整備交付金
【３，０００百万円】

対策のポイント
農山漁村における豪雨等に備えた対策を緊急的に実施します。

＜背景／課題＞

４月の爆弾低気圧による風浪 梅雨前線に起因する豪・本年は、 、激甚災害に指定された

雨 台風 農村の湛水被害、山地災害及び海岸部の浸水被害が及び 等の自然災害により、

しています。頻発化・激甚化

・このため、都道府県の裁量による地区間や農業農村、森林、水産の事業間の流用が可

地域の防災能な地方の自主性を尊重した交付金制度を活用することにより、農山漁村

を図っていきます。力の向上

政策目標
○湛水被害等の災害のおそれの解消 約10万ha以上（28年度）

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を約５万２千集

落（20年度）から約５万６千集落（25年度）に増加

○海岸堤防等の整備率 66％（28年度）

＜主な内容＞

１．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計

画を策定し、これに基づき事業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、地域の防災・減災に特に寄与度の大きい

以下の整備を選択できるとともに、これと一体となって事業効果を高めるために必要

な効果促進事業を実施することができます。

農業農村分野：農業用用排水施設整備、海岸保全施設整備

森 林 分 野：予防治山

水 産 分 野：海岸保全施設整備

３．国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配分でき

ます。また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

お問い合わせ先：

農業農村分野に関すること 農村振興局農村整備官（03-6744-2200（直 ））

森林分野に関すること 林野庁計画課 （03-3501-3842（直 ））

水産分野に関すること 水産庁防災漁村課 （03-3502-5304（直 ））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）



赤潮被害防止対策緊急調査事業

【 】１４２百万円

対策のポイント

、カレニア・ミキモトイの越冬海域に関する情報等の新たな知見を得るため

緊急に、この冬季中、豊後水道において広域的かつ集中的に一斉調査を実施

し、次の夏季での赤潮による漁業被害の軽減を図ります。

＜背景／課題＞

宇和海、豊後水道等で大規模なカレニア・・平成24年６月下旬から７月下旬にかけて、

し、 しました。ミキモトイによる赤潮が発生 養殖魚介類に多大な被害が発生

本種に関する知見は十分に蓄積されて・カレニア・ミキモトイについては、現時点では

な状況となっています。おらず、赤潮の初期発生海域の特定が非常に困難

カレニア・ミキモトイに関する知見を蓄積 初期発生海域の特定を可能・このため、 し、

次の夏季において、赤潮の発生・増殖の防止や的確な予測により漁業とすることで、

です。被害の軽減を図ることが必要

政策目標

カレニア・ミキモトイの調査を広域的かつ集中的に実施し、来

夏の赤潮被害を軽減

＜主な内容＞

赤潮被害防止対策緊急調査事業 １４２百万円

カレニア・ミキモトイの越冬海域に関する情報等の新たな知見を得るため、緊急

に、この冬季中、豊後水道において、 とカレニア・ミキモトイの越冬細胞分布調査

を 。海洋環境調査（水塊等） 広域的かつ集中的に実施します

補助率：委託

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：水産庁漁場資源課 （０３－６７４４－２３７９（直 ］））

［平成24年度予備費（第二弾 ］）
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